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　̐月̍日 ͔Β市੫などのೲ෇がで͖るεマートϑΥンܾࡁΞϓϦに +�$PJO�1BZ、̳෷い、BV1": がՃ
わります。

εϚʔτϑΥϯܾࡁΞϓϦʹΑΔೲ෇

஫ࣹʹඞཁなもの　 ஫ࣹඅ༻ �
5�� ԁ（ݘڰප༧๷஫ࣹࡁ
ථަ෇ख਺ྉ 55�ԁをؚΉ）、ఆݘڰظ
ප༧๷஫ࣹ日ఔ௨஌ॻ（はが͖）

　　　　　　　　　˞௨஌ॻ内の໰਍ථに記ೖし、ड͚෇͚
にఏग़してください

˓ৎ෉なҾ͖ߝをしてେਓがݘをѻͬてく
ださい。ݘが๫れͦうな場߹はಈ෺පӃ
でड͚させてください
஍、所༗ऀの氏名・住所などのࡏの所ݘ˓
ొ࿥事項にมߋがあͬた場߹は事前にಧ
͚ग़が必要です。市֎͔Βのసೖなどొ
࿥事項にมߋがあͬた場߹は市民生׆課
にಧ͚ग़てください
のମௐがѱい場߹はಈ෺පӃに૬ஊしݘ˓
てください
˓։࢝௚ޙはେมࠞみ߹います。࣌ؒに༨
༟を࣋ͬてདྷてください

ఆ期ݘڰප༧๷஫ࣹʹདྷることができない৔߹  

　͔͔りつ͚のಈ෺පӃで༧๷஫ࣹをड͚
させてください。ͦのࡍ、ఆݘڰظප༧๷
஫ࣹ日ఔ௨஌ॻを࣋ࢀしてください。

日　ఔ ࣌　間 ৔　ॴ

̐月̓日  ����ʙ1���� ໺ʑ市市໾所（౦ଆறं場）

̐月̔日 

����ʙ1��15 民ؗެڷ

1���5ʙ11��� +"ののいͪԡ໺ふれあいηンλー

1����ʙ1���5 に͗わいのཬののいͪ��Χϛーϊ

1��15ʙ15��� ෋Ԟ๷ࡂコϛϡχςΟηンλー

ޙප༧๷๏では、生ݘڰ　 ��日をܦաしたݘをࣂうと͖はݘのొ࿥とݘڰප༧๷஫ࣹ（年̍ճ）をड͚さ
せる͜とがఆΊΒれています。（ެࣾ）ੴ઒्ݝҩࢣձの協ྗでԼ記のと͓り༧๷஫ࣹを࣮ࢪします。

՝ɹὸ׆ຽੜࢢ   ���ʵ����

ఆݘڰظප༧๷஫ࣹ

ొ࿥していないݘをͬࣂている場߹は、
ප༧๷஫ࣹをซせて行͑ますݘڰのొ࿥とݘ

�　のొ࿥ථަ෇ख਺ྉݘ）��� ԁ）

市・ݝ民੫（ී௨௃ऩ）、ݻఆ࢈ࢿ੫・౎市ܭը੫、ܰࣗಈं੫（छ別ׂ）、
৯අ౳、ਫڅߍֶ、ྉݥอޢྉ、հݥҩྍอऀྸߴظޙ、੫ݥอ߁民݈ࠃ
ಓྉۚ・Լਫಓ使༻ྉ

:"෷ൿॻ、1BZ#、1BZ1BZ、-*/&�1BZ、+�$PJO�1BZ、̳෷い、BV1ࢧ
˞஍ํ੫౷一23コーυがҹ字されているݻఆ࢈ࢿ੫・౎市ܭը੫、ܰࣗ
ಈं੫（छ別ׂ）は、ʮ஍ํ੫͓ࢧ෷αイトʯ͔Βもೲ෇で͖ます
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ප༧๷஫ࣹΛडけさせるときのཹҙ఺ݘڰ

ೲ෇Մೳな੫ɾྉ

औΓѻいができるεϚʔτϑΥϯΞϓϦ
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　保険年金課　☎ 227－6071

国民健康保険税率・後期高齢者医療保険料率の改正

　令和６年度から、下記のとおり国民健康保険税率、後期高齢者医療保険料率を改正します。
　改正後の税・料率で算定された令和６年度の保険税・料額は、７月（年金天引きの人は 10 月）からの保険税・
料から反映します。なお、４月から６月まで（年金天引きの人は 8 月まで）の保険税・料は、令和５年度の
保険税・料額をもとに算定します。

※令和５年度までに被保険者になった人と、令和６
年度に障害認定により被保険者になった人の、令
和６年度の限度額は 73 万円です

※令和５年中の「総所得金額等から住民税基礎控除
を除いた額」が 58 万円以下の人の、令和６年度の
所得割率は 9.41％です

※所得に応じて軽減制度があります

国民健康保険税

区分 所得割 均等割 平等割 限度額

医療分 7.60% 31,700 円 23,100 円 65 万円

支援分 2.80% 11,400 円 7,600 円 22 万円

介護分 2.40% 12,600 円 6,400 円 17 万円

合　計 12.80% 55,700 円 37,100 円 104 万円

※介護分は 40 歳～ 64 歳の被保険者にのみ課税されます
※所得に応じて軽減制度があります

後期高齢者医療保険料

健康推進課　☎ 248－3511

高齢者肺炎球菌予防接種

対象者

これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23 価肺炎球菌莢
きょうまく

膜ポリサッ
カライドワクチン）の接種を受けたことがない下記の年齢の人

65 歳の人 60 歳以上 65 歳未満で心臓、腎臓もし
くは呼吸器などに重い病気を有する人

通知時期 65 歳の誕生月の月末に
予防接種券を郵送予定

４月中に案内を郵送予定。
以降、対象者の 60 歳の誕生月の月末
に案内を郵送予定
※予防接種券ではありません。接種を

希望する人は、健康推進課まで連絡
してください

接種期間 66 歳の誕生日の前日まで
（医療機関休診日は除く）

65 歳の誕生日の前日まで
（医療機関休診日は除く）

　令和６年度の高齢者肺炎球菌予防接種を次のとおり実施します。

〇生活保護法による被保護世帯、市民税非課税世帯に属する人は接種費用が免除されます。接種券の右上の
接種費用の欄に「あり」と記載がある人で該当する人は、必ず接種の前に免除申請をしてください

　【免除申請受付】　健康推進課（保健センター内）
持ち物　①申請書　②同意書（世帯全員の署名が必要です）　③予防接種券

　　　　　④本人確認書類　⑤マイナンバーの分かるもの
　　　　　※代理の人が来所する場合は委任状も必要です
　　　　　※申請書、同意書、委任状は健康推進課窓口のほか、市ホームページでも取得できます

市ホームページは
こちら▶

実施医療期間
市と契約している県内の医療
機関
接種費用
2,500 円
持ち物
予防接種券、接種費用

所得割 均等割 限度額

9.88％ 50,760 円 80 万円
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 ：申し込み ：問い合わせ　・  のマークがあるものは申し込みが必要 ・参加費の記述がないものは無料

日本年金機構金沢南年金事務所　☎ 245－2311  ／  保険年金課　☎ 227－6072
国民年金保険料学生納付特例制度

　日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の人は、国民年金保険料の納付が法律で義務付けられています。ただし、
前年の所得が一定以下などの要件を満たす学生で、納付が難しい場合は、保険料の納付が猶予される「学生
納付特例制度」を利用できます。学生納付特例を申請せず保険料を納めないままでいると、万が一の際に障
害基礎年金が受け取れなくなる場合があります。

【申請方法】
①市役所や年金事務所に申請書を提出
　【申請に必要なもの】

学生証（コピー可）または在学証明書（原本）、
基礎年金番号または個人番号の分かるもの、（退
職し学生になった人は）離職票または雇用保険
受給資格者証など
②マイナポータルを使って申請（電子申請）

学生納付特例により、将来受け取る年金はどうなるの？

老齢基礎年金 障害・
遺族基礎年金

受給資格期間への
算入

年金額への
反映

受給資格期間への
算入

納付 〇 〇 〇

学生納付特例 〇 × 〇

未納 × × ×

　国民健康保険は、私たちが病気やけがをした時のために普段から家族の人数や所得に応じて保険税を出し
合い助け合う制度です。就職・進学・退職など下記に該当する人は、忘れずに手続きを行ってください。

保険年金課　☎ 227－6071

国民健康保険の手続きをお忘れなく

　注　意　
○国民健康保険資格喪失後に国民健康保険証を使用すると、その時の医療

費の国民健康保険負担分を請求する場合があります
○国民健康保険の加入・喪失日は、社会保険の喪失・取得日までさかのぼ

ります。それに伴い国民健康保険税額も変動します
○保険証の変更などは 14 日以内に届け出てください

会社などを退職した人が退職後 20 日以内に手続きをすると、それまでの健康保険を継続できる場
合があります。継続した場合の保険料など詳しくは勤務先または保険証に記載の保険者などに問い合
わせください。

こんなとき 手続き 持ち物

退職した
社会保険の
扶養から外れた

国民健康
保険加入

・本人確認書類（免許証などの顔写真
付き）

・マイナンバーカードまたは個人番号の
分かるもの（対象者と世帯主分）

・代理人申請の場合は代理権の確認が
できるもの（本人の保険証・委任状）

・社会保険の資格喪失証明書、離職
票など（無い場合は保険年金課へ相
談ください）

就職した
社会保険の
扶養になった

国民健康
保険喪失

・社会保険の保険証（コピー可、未
交付の場合は加入を証明するもの）

・国民健康保険の保険証

国民健康保険に加入
していて、進学のた
めに住民票を異動する

学生用
保険証発行

・本人確認書類（免許証などの顔写真付き）
・在学証明書（原本）　・国民健康保険の保険証
・マイナンバーカードまたは個人番号の分かるもの（対象者分）

社会保険の任意継続制度

　将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。
ただし、年金額には反映されません。

　昨年度制度を利用していた学生が今年度
も引き続き利用する場合は、更新の手続き
が必要です。４月中に届く更新用はがきを
郵送するか、窓口で申請をしてください。
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介護長寿課　☎ 227－6066
65歳以上の介護保険料の改正

　介護保険法に基づき、介護保険料を３年ごとに見直しています。今回、令和６～８年度の３年間（第９期
介護保険事業計画）における、介護保険料の金額などを次のとおり決定しました。
　・保険料の基準額（月額）を 6,000 円に引き下げました（令和３～５年度は 6,100 円）
　・所得段階を 10 段階から 13 段階にしました
　・基準額に対する割合を一部変更しました

なお、令和６年度の年額保険料は、７月中旬に郵送する「介護保険料納入通知書 ( 本算定 )」で確認してください。

段階 所得などの範囲 基準額に対する
割合 年額保険料 月額保険料

第１段階
・生活保護を受給している
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税
・世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額およ

び合計所得金額の合計が 80 万円以下
× 0.285 20,520 円 1,710 円

第２段階 世帯全員が市民税非課税
で、課税年金収入額およ
び合計所得額の合計が

80 万円を超え120 万円以下 ×0.485 34,920 円 2,910 円

第３段階 120 万円を超える ×0.685 49,320 円 4,110 円

第４段階 本人が市民税非課税（同
一世帯に市民税課税者
がいる）で、 課税年金
収入額および合計所得
金額の合計が

80 万円以下 ×0.9 64,800 円 5,400 円

第５段階 80 万円を超える 基準額 72,000 円 6,000 円

第６段階

本人が市民税課税で、
合計所得金額が

120 万円未満 ×1.2 86,400 円 7,200 円

第７段階 120 万円以上 210 万円未満 ×1.3 93,600 円 7,800 円

第８段階 210 万円以上 320 万円未満 ×1.5 108,000 円 9,000 円

第９段階 320 万円以上 420 万円未満 ×1.7 122,400 円 10,200 円

第10段階 420 万円以上 520 万円未満 ×1.9 136,800 円 11,400 円

第11段階 520 万円以上 620 万円未満 ×2.1 151,200 円 12,600 円

第12段階 620 万円以上 720 万円未満 ×2.3 165,600 円 13,800 円

第13段階 720 万円以上 ×2.4 172,800 円 14,400 円

スポーツ振興課　☎ 248－1442

キッズアワー（子ども優先利用時間）の実施

より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、下記の施設で子どもが優先的に利用できる時間（キッ
ズアワー）を設けています。令和６年度は次のとおり実施しますので、ぜひ利用してください。
日 程　４月～令和７年３月の毎週土曜日 11:00 ～ 12:00
場 所　市民体育館（大体育室）・市スポーツセンター（アリーナ）
対 象　小学生以下の子どもと保護者
使 用 料　小学生 50 円、未就学児 無料、大人 100 円（見学は無料）
そ の 他　・施設の利用には内履きが必要です
　 　 　　・バドミントン用具やバスケットボールなどは貸し出しできます
　 　 　　・保護者も子どもと一緒に運動することができます
　 　 　　・スポーツ大会の開催などにより、キッズアワーを実施できない場合があります。
　　　　　　スケジュールは市ホームページに随時掲載しますので、確認してください
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　５月 10 日㈮までに申請書と必要書類を教育総務課　☎ 227－6113

児童・生徒の就学費援助

対象費用 学校で必要な費用（学用品費、新入学学
用品費、校外活動費、学校給食費、修学
旅行費など）の一部

対 象 者 経済的理由により就学が困難な市立小
中学校に在学する児童・生徒の保護者

（所得制限あり）

市民協働課　☎ 227－6029

４月は「若年層の性暴力被害予防月間」

　４月は進学・就学などに伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、性被害に遭うリスクが高まります。
　10 代、20 代に対する性暴力の手口は巧妙になっています。SNS で知り合った相手に誘導され、裸の写
真を送信させられたり、わいせつな行為をされたりする被害が起きています。

〇性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター（内閣府）　☎ #8891

〇性犯罪被害相談電話（警察）　☎ #8103

あなたが望まない性的な行為はどんな理由・相手でも性暴力です

��一人で悩まず、すぐ相談してください��
〇性暴力に関する SNS 相談
　「Cure time」（内閣府）

期 間 4 月 23 日㈫の開校式後、５月 10 日㈮～翌年
2 月下旬まで、おおむね月２回金曜（全 22 回）

時 間　9:50 ～ 11:30
場 所　にぎわいの里ののいち  カミーノ
対 象　60 才以上の市民
定 員　42 人（先着）
受 講 費　年間 3,000 円（教材費は別途）
そ の 他　申込書は各公民館などに設置

学習内容の一例（予定）

竹内泰子氏講演会
楽しい体操レクリエーション
介護保険の基礎知識
ボランティアガイドと歩く北国街道
バス研修

　中央公民館　☎ 248－0521

寿大学校生募集

スポーツ振興課　☎ 248－1442

スポーツ施設の無料開放

　毎年４月の第４日曜日はいしかわ県民スポーツの日です。下記施設の個人使用料が無料となります。
日 程　４月 28 日㈰
対象施設 市民体育館（小体育室、トレーニング室）、市スポーツセンター（サ

ブアリーナ、トレーニングルーム）、市スポーツランド（プール）
対 象　県民

　４月６日㈯～ 12 日㈮に申込書と受講費を中央公民館（10:00 ～ 17:00、月曜休館。電話申し込み不可）

そ の 他　・４月初旬に各市立小中学校から児童、
生徒を通じて全ての保護者に案内お
よび申請書を配布します

　　　　　・ 前年度に就学援助を受けていた人も、
新年度新たに申請が必要です
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子育て支援課　☎ 227－6077

子育て支援医療費助成

　助成対象　����　　　　　　
０歳から 18 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までにかかった入院・通院の医療費の全額
※平成 17 年４月２日～平成 18 年４月１日生まれの人は、令和６年３月診療分まで

　助成対象にならないもの　
●健康保険が適用されない場合（薬の容器代、予防接種、文書料、入院時の食事療養費など）
●健康保険から高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その金額を助成金から差し引きます

　助成方法　　　　　　　　
①�医療機関で「子育て支援医療費受給資格証」を提示
※交通事故など第三者行為による診療の場合や、学校や保

育園での負傷など日本スポーツ振興センターの給付金対
象となる場合は、受給資格証を提示しないでください

②子育て支援課に申請
　下記の場合、医療機関で保険診療の自己負担額（総医療
費の２割または３割など）を支払い、診療を受けた翌月
の初日から１年以内に子育て支援課に申請してください。

（例：４月診療分は、５月から翌年の４月まで）
・受給資格証を提示しないで受診した
・県外の医療機関で受診した
・医療機関が受給資格証に対応していない

次の場合は、
事前に健康保険の手続きが必要です

・治療用眼鏡や補装具を作った
・高額療養費や付加給付が支給される
・保険証を持参せず、健康保険が適用さ

れていない医療費（10 割）を支払った

健康推進課　☎ 248－3511
プレ妊活健診

　将来子どもを望む夫婦を対象に、夫婦それぞれの健康状態をチェックし、妊娠に関する正しい知識を専門
家から学べる「プレ妊活健診」を実施しています。
　今年度から、事実婚関係にある夫婦も対象者に加わりました。

対象　以下を全て満たす夫婦
・ 法律上の夫婦または事実婚関係にある
・ 申請日およびプレ妊活健診の受診日に、夫婦の両

方または一方が市に住所を有する
・ 受診日に妻の年齢が 40 歳未満
・（受診日に妻の年齢が 30 歳以上である場合）
　受診日に婚姻（事実婚を含む）後２年以内
・ これまでに市または県内他市町のプレ妊活健診を

受けたことがない
費用
無料（検査項目に含まれない検査などは有料）

受診方法
申請し、受診券が届いた後に医療機関に予約し
受診してください。受診券の有効期限は発行日
からおおむね６カ月です。
受診券交付の申請
以下の書類を健康推進課に提出してください。
①プレ妊活健診受診券交付申請書
②戸籍謄本
③（夫婦の一方が市外に住所を有する場合）
　市外在住者分の住民票
④（事実婚関係にある夫婦の場合）申立書
※①・④は市ホームページからダウンロードしてください

実施医療機関、健
診内容は県ホーム
ページ▶

申請後、健康組保険組合などから出る
支給額を確認できる書類（療養費支給
決定通知書など）を持参のうえ、子育
て支援課に申請してください。

市ホームページ▶
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上下水道課　（下水道接続）☎ 227－6096　（下水道受益者負担金）☎ 227－6102

下水道の供用開始区域

４月から、新たに右図の区域で下水道が利用できます。

北鉄自動車学校

南ヶ丘病院

石川県立大学

メモリアル
パークののいち

中林二丁目、三丁目の一部

田尻町・蓮花寺町の一部

受益者負担金

　新たに下水道が整備された区域の土地所有者が建設費用の一部
を負担する制度です。

対 象 地 供用開始区域内の宅地、田畑など全ての土地　
　　　　　※田畑は猶予制度あり
負担金額　土地面積に対して１㎡当たり 500 円
納付方法 負担金は 12 回に分け、１年に４期を３年にわたり納付
　　　　　※３年分を初回の納期までに一括納付すると報奨金が交

付されます

雨水浸透施設等設置費補助金
土木課　☎ 227－6023

　浸透ますや貯留槽などの設置費用の一部を補助します。
　みんなで取り組むことで、河川などの急激な水位上昇
を抑え浸水被害を軽減します。屋根に降った雨水を貯め
る貯留槽は災害時のトイレの水などに使用することがで
きます。ぜひ検討ください。

詳細は市ホームページ▶

貯留槽
（タンク）

浸透ます

浸透管

貯留槽
（浄化槽転用）

あなたの家庭は下水道に接続していますか？

　宅地内の排水設備工事を行えば下水道が使えるようになり
ますので、速やかに（供用開始からおおむね１年以内）下水
道へ接続しましょう。公共用水域の水質保全と住みよい住環
境のために、皆さんの協力をお願いします。

排水設備工事は必ず市指定工事店を通じて申請を！
工事完了後には完成検査を行い、申請者へ検査済証を送付します。

　すでに下水道が利用できる区域の住民から「下水道が使えるよ
うになってから数年経っているのに一部未接続の家があるため、
川の汚れや悪臭が絶えない」という苦情を多く聞
きます。「うちは浄化槽が付いているから大丈夫」
と思っていても、浄化槽では下水道の浄化システ
ムのように万全の処理や水質浄化は望めません。
宅地内の排水管は速やかに下水道への接続をお願
いします。

下水道のマスコット
キャラクター「スイスイ」
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本
町
地
区

◎
能
登
応
援
！
ツ
ア
ー
～
羽
咋ver.

～

日
時

４
月
25
日
㈭
午
前
８
時
30
分
出

発
。
午
後
３
時
30
分
帰
着
予
定

集
合
場
所

に
ぎ
わ
い
の
里
の
の
い
ち

カ
ミ
ー
ノ

内
容

妙
成
寺
、
ト
レ
ジ
ャ
ー
ふ
ぁ
ー

む
（
い
ち
ご
狩
り
）、
永
光
寺
な

ど
を
巡
り
、
道
の
駅
「
の
と
千

里
浜
」
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
。
昼

食
は
四
季
の
御
料
理
ま
つ
お
で

和
風
懐
石
を
楽
し
み
ま
す

対
象

本
町
地
区
住
民

定
員

20
人
（
先
着
）

参
加
費

４
千
円
（
申
込
時
徴
収
）

４
月
10
日
㈬
午
前
10
時
か
ら
野
々

市
公
民
館

◎
第
26
回
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

日
時

５
月
12
日
㈰
午
前
８
時
30
分
開

会
（
雨
天
は
19
日
㈰
に
延
期
）

場
所

野
々
市
中
央
公
園
運
動
広
場

内
容

個
人
戦
16
ホ
ー
ル
ズ
２
回
で
競

い
ま
す
。
初
心
者
で
も
楽
し
く

プ
レ
ー
で
き
ま
す

　
　
　
※
用
具
の
貸
し
出
し
可

対
象

本
町
地
区
住
民

４
月
26
日
㈮
ま
で
に
野
々
市
公

民
館

☎
２
４
８・
０
５
２
１

郷
地
区

◎
健
康
教
室
＆
カ
フ
ェ
「
シ
ニ
ア
・
高

齢
者
の
筋
力
ア
ッ
プ
」

日
時

４
月
19
日
㈮
午
前
10
時
～
11
時

30
分

場
所

郷
公
民
館

内
容

運
動
せ
ず
に
筋
力
を
保
つ
方
法

を
動
画
で
学
び
ま
す
。
で
も
当

日
は
体
操
も
し
ま
す
よ
！

Ｇ

О
！
郷
カ
フ
ェ
と
同
時
開
催
！

対
象

郷
地
区
住
民

郷
公
民
館
☎
２
４
８・
０
２
５
０

押
野
地
区

◎
み
ん
な
が
ハ
マ
る
！
～
多
肉
植
物
で

カ
ラ
ー
サ
ン
ド
教
室
～

日
時

４
月
20
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時

場
所

押
野
公
民
館

内
容

多
肉
植
物
と
カ
ラ
ー
サ
ン
ド

（
色
付
け
し
た
砂
）
を
組
み
合

わ
せ
ま
す
。
ガ
ラ
ス
の
容
器
で

か
わ
い
ら
し
く
飾
り
ま
し
ょ
う

講
師

岩
崎
薫
氏
（Jerry plants

　
　
　
多
肉
植
物
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

対
象

押
野
地
区
住
民

定
員

15
人
（
先
着
）

参
加
費

６
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

持
ち
物

エ
プ
ロ
ン
、
持
ち
帰
り
用
袋

４
月
６
日
㈯
午
前
10
時
か
ら
押
野

公
民
館

◎
第
31
回
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

日
時

５
月
12
日
㈰
午
前
９
時
開
会
式

小
雨
決
行  

※
予
備
日
19
日
㈰

場
所

御
経
塚
史
跡
公
園

内
容

町
内
会
対
抗
団
体
戦
、
個
人
戦

24
ホ
ー
ル
で
競
い
ま
す
。
初
心

者
も
歓
迎
！

　
　
　
※
用
具
の
貸
し
出
し
可

対
象

押
野
地
区
住
民

参
加
費

１
人
５
０
０
円

４
月
19
日
㈮
ま
で
に
押
野
公
民

館

☎
２
４
８・
２
８
３
９

女
性
セ
ン
タ
ー

◎
野
々
市
の
地
震
災
害
を
考
え
よ
う

地
震
で
は
命
に
関
わ
る
被
害
が
生
じ

ま
す
。
野
々
市
の
地
震
の
想
定
を
学
ん

で
備
え
ま
し
ょ
う
。

日
時

４
月
24
日
㈬
午
後
１
時
30
分
～

午
後
３
時

場
所

女
性
セ
ン
タ
ー

講
師

青
木
賢
人
氏（
金
沢
大
学
准
教
授
）

対
象

市
民

定
員

30
人

４
月
10
日
㈬
午
前
９
時
か
ら
女

性
セ
ン
タ
ー

☎
２
４
６・
０
８
１
０

こ
ど
も
の
日
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

◎
市
に
ぎ
わ
い
創
出
事
業
企
画
推
進
協

議
会

に
ぎ
わ
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

五
月
人
形
＆
こ
い
の
ぼ
り
展
示
に
併

せ
て
、
モ
ビ
ー
ル
を
使
っ
た
つ
る
し
飾

り
の
工
作
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

４
月
21
日
㈰
①
午
前
10
時
30
分
～

正
午
②
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所

に
ぎ
わ
い
の
里
の
の
い
ち  

カ

ミ
ー
ノ

対
象

小
学
生
親
子

定
員

各
回
15
組
（
先
着
）

参
加
費

３
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

持
ち
物

は
さ
み

４
月
６
日
㈯
～
16
日
㈫
に

生
涯
学
習
課

☎
２
２
７・
６
１
１
６

中
央
公
民
館

☎
２
４
８・
０
５
２
１

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
体
験
会

日
時

①
４
月
13
日
㈯
②
５
月
18
日
㈯

午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所

①
市
民
体
育
館

　
　
　
②
野
々
市
中
央
公
園
運
動
広
場

（
雨
天
時
は
市
民
体
育
館
）

内
容

①
モ
ル
ッ
ク
、室
内
ペ
タ
ン
ク
、

H.K.B.

（
ハ
ッ
ス
ル
金
沢
ビ
ー

チ
ボ
ー
ル
）
②
ペ
タ
ン
ク
　
　

講
師

市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員

※
運
動
で
き
る
服
装
で
、
タ
オ
ル
、
飲

み
物
、
内
履
き
（
市
民
体
育
館
で
開

催
時
）
を
持
参

※
当
日
参
加
可

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎
２
４
８・
１
４
４
２

山
の
会

カ
タ
ク
リ
散
策

日
時

４
月
27
日
㈯
午
前
６
時
30
分
集
合

集
合
場
所

市
役
所
正
面
玄
関
前

内
容

奥
獅
子
吼
山
（
白
山
市
）

対
象

18
歳
以
上
の
市
民

定
員

５
人
（
先
着
）

参
加
費

１
５
０
０
円（
会
員
は
千
円
）

４
月
19
日
㈮
～
23
日
㈬
午
後
５

時
ま
で
に
中
川
☎
２
４
８・
１
６
７
７

イ
ベ
ン
ト
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ゴ
ミ
出
し
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て

ル
ー
ル
を
守
ら
ず
に
排
出
さ
れ
た
ご

み
は
、
集
積
所
に
放
置
さ
れ
、
町
内
会

に
迷
惑
を
掛
け
ま
す
。
時
間
や
場
所
な

ど
が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
町
内
会
ま

た
は
市
民
生
活
課
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と

・
決
め
ら
れ
た
収
集
日
以
外
に
ご
み
を

出
さ
な
い

・
ダ
ン
ボ
ー
ル
や
紙
類
な
ど
は
古
紙
回

収
や
エ
コ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
利

用
す
る

・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
キ
ャ
ッ
プ
と
ラ
ベ

ル
を
外
す

市
民
生
活
課☎

２
２
７
・
６
０
５
２

と
き
わ
病
院
無
料
個
別
相
談

日
時

①
４
月
13
日
㈯
②
５
月
11
日
㈯

③
６
月
８
日
㈯
午
前
９
時
30
分

～
10
時
30
分

場
所

と
き
わ
病
院

内
容

①
入
院
か
ら
退
院
ま
で
の
相
談

②
医
療
費
の
低
減
、
還
付
制
度

③
デ
イ
ケ
ア
オ
ー
プ
ン
Ｄ
ａ
ｙ

「
精
神
科
デ
イ
ケ
ア
を
ご
存
じ

で
す
か
」

※
詳
細
は
と
き
わ
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

と
き
わ
病
院

木
下

☎
２
４
８・
９
５
０
２

松
任
法
人
会
女
性
部
会

◎
公
開
講
演
会
＆
演
奏
会

日
時

５
月
９
日
㈭
午
後
１
時
30
分
～

２
時
30
分

場
所

白
山
市
松
任
学
習
セ
ン
タ
ー

プ
ラ
ラ
（
白
山
市
）　
　

講
師

永
村
幸
治
氏
（
津
軽
三
味
線
奏
者
）

※
駐
車
場
は
松
任
駅
前
立
体
駐
車
場
ま

た
は
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
白
山

４
月
30
日
㈫
ま
で
に
（
公
社
）

松
任
法
人
会

☎
２
７
４・
３
１
５
７

ハ
ン
グ
ル
講
座

好
評
に
つ
き
ア
ン
コ
ー
ル
開
催
！

国
際
交
流
員
の
チ
ョ
ジ
ヒ
ョ
ン
が
ハ
ン

グ
ル
の
読
み
書
き
を
教
え
ま
す
。
簡
単

な
単
語
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
、
韓
国

語
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
！

※
２
月
10
日
㈯
開
催
講
座
と
同
じ
内
容

日
時

４
月
27
日
㈯
午
後
２
時
～
４
時

場
所

に
ぎ
わ
い
の
里
の
の
い
ち
カ

ミ
ー
ノ

参
加
費

１
０
０
円

定
員

25
人
（
先
着
）

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

市
民
協
働
課☎

２
２
７・
６
０
２
９

募
集

 ：申し込み ：問い合わせ　・  のマークがあるものは申し込みが必要 ・参加費の記述がないものは無料

ク
リ
ー
ン
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

ご
み
を
集
め
野
々
市
を
き
れ
い
に
し

な
が
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し
ま
し
ょ
う
。

帰
り
に
お
土
産
も
あ
り
ま
す
よ
！

日
時

４
月
20
日
㈯
午
前
９
時
～
11
時

集
合
場
所

に
ぎ
わ
い
の
里
の
の
い
ち

カ
ミ
ー
ノ

定
員

30
人

費
用

１
０
０
円
（
当
日
徴
収
）

※
動
き
や
す
い
服
装
で
飲
み
物
を
持
参

４
月
15
日
㈪
ま
で
に
名
前
、
住

所
、
連
絡
先
を
、
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
へ

☎
０
９
０
・
１
３
１
２
・
５
４
７
２

そ
ば
打
ち
サ
ー
ク
ル

そ
ば
打
ち
の
楽
し
さ
、
手
打
ち
そ
ば

の
お
い
し
さ
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
人
と
の
つ
な
が
り
も
増
え
ま
す
。

日
時

毎
月
第
１・
３
土
曜
日
午
後
１

時
15
分
～
５
時
15
分

場
所

に
ぎ
わ
い
の
里
の
の
い
ち

カ

ミ
ー
ノ

対
象

市
民

参
加
費

１
回
２
２
０
０
円
（
材
料
費

込
み
）。
体
験
は
１
５
０
０
円

持
ち
物

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
内
履
き

志
村

☎
０
９
０
・
１
３
１
４
・
７
４
１
２

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
奨
学
生
募
集

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
の
夢
を

応
援
す
る
奨
学
金
制
度
で
す
。
奨
学

生
選
考
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
。

奨
学
金

月
額
３
万
円
（
給
付
型
）

支
給
期
間

４
月
～
令
和
７
年
３
月

対
象

ひ
と
り
親
家
庭
の
中
学
３
年

生
、
高
等
学
校
ま
た
は
高
等

専
門
学
校
の
１
～
３
年
生

募
集
人
数

全
国
で
４
０
０
人

締
め
切
り

４
月
19
日
㈮

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
２
６
４・
０
５
０
３

定
額
減
税
説
明
会

日
時

①
４
月
16
日
㈫
、
17
日
㈬
、
24

日
㈬
、25
日
㈭
②
５
月
13
日
㈪
、

14
日
㈫
、
23
日
㈭
、
24
日
㈮

場
所

①
白
山
市
松
任
学
習
セ
ン

タ
ー
プ
ラ
ラ
（
白
山
市
）
②

松
任
税
務
署
（
白
山
市
）

対
象

給
与
の
支
払
い
者

国
税
庁
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら

松
任
税
務
署☎

２
７
６
・
２
３
４
５

案
内

申
し
込
み
方
法
な
ど

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

定
額
減
税
に
つ
い
て

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▼

こ
ち
ら
か
ら
も
申
し

込
み
で
き
ま
す
▼
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͚޲ಐࣇ
ʰೖԂɾೖֶ͓ΊͰと͏ʱ

��　広報野々市　2024．４月号

�����೔ɿຖिਫ༵೔ɺؗٳ ʙ ���ɹ։ؗ࣌ؒɿ�:�� ʙ ��:��ɹ ὸ ���－����

で使༻するύιコンの04は8JOEPXT1�、0⒏DF࠲ߨ֤˞ のόージϣンは ��1�となります　　　　　　　（ྉۚはςΩεト代ؚΉ）

৔ॴɿจԽձؗϑΥϧςɹ ὸ ���－����
��:�೔ɿຖ݄ୈ̍ɺ̏ਫ༵೔ɺ೥຤೥࢝ɹ։ؗ࣌ؒɿؗٳ ʙ ��:��ʢି͕ؗͳ͍೔͸ ��:�� ดؗʣɹ

イベント情報

の։࢝日̏日前࠲ߨ֤　 1���� の࣌఺で։࠷ߨ௿ਓ਺にຬたない場߹、ߨٳとなります。
コース・料金 日　時 対象・定員 主な内容

イチ͔Βは͡Ίるʂ
8JOEPXT1�ೖ໳
（�
5��ԁ）

�̐11、1�、�5 
1����ʙ1����

ॳ৺ऀ
̒ਓ

ύιコンのجຊૢ࡞、文字ೖྗ、文ষೖྗのૅجを
ֶͿ

ϫーυ��1�ೖ໳
（�
���ԁ）

�̑1�、1�、��、�1 
1����ʙ1����

ॳऀڃ
̒ਓ

ϫーυのجຊૢ࡞、一ൠతな文ॻの࡞੒、表ೖ文ॻ
の࡞੒、写真ೖり文ॻの࡞੒

日　࣌ Πϕϯτ໊ ର৅なͲ

ຖि౔༵日1����ʙ11��� ͜ども͓はなしձ ର৅�̏ʙ̑ࡀ

̐月1�日 1����ʙ11��� ͑い͝の͓はなしձ ର৅�̏ࡀ以্

̐月1�日 1����ʙ11��� あ͔ͪΌん͓はなしձ ର৅�̌ʙ̎ࡀ

̐月�1日 1����ʙ11��� イーελーεペγϟϧ͓はなしձ ର৅�̏ࡀ以্

̑月1�日 11���ʙ1����
৺とΧϥμŋࣗવによりͦう͓ྉཧࣨڭ
ʙඒਓ'PPEΫοΩンά（月̍ճ）
ถคを使ͬたྉཧと͓やつ

ର৅�େਓ　ఆһ���ਓ
5
Ճඅ�̍ਓ1ࢀ��ԁ
࣋ͪ෺�Τϓロン、λΦϧ、ۊ֯ࡾ
�̐月��日 申込։࢝

̑月��日 1����ʙ15���
͔がく࣮ࣨڭݧ（ຖ月ୈ̐日༵）
ΧΤϧథを࡞Ζう
˞খֶ̎年生以Լはอऀޢ同൐

ର৅�খֶ生　ఆһ���ਓ
Ճඅ�5��ԁࢀ
�̐月��日 申込։࢝

ʰݱ୅จղऍͷ
ʢ৽గ൛ʣɦૅج
ԕ౻Յجɾ౉ล
࣮ʗஶ
ͪくまֶܳ文ݿ

Ұൠ͚޲
ʰΧϨʔυֶߍ։ߍʂʱ
ɹय़Ͱす。೔͝ͱ೔ࠩし͕ஆ͔͘ͳΓ
૲໦΋ժਧ͘قઅ。৽しいԿ͔にग़ձ
いͨ͘ͳΔϫクϫクͷय़。
ɹେਓͩͬてֶͼͨい、৽しいԿ͔を
ԡしすޙ৺をٻい、ͦΜͳ୳͚ͨͭݟ
ΔຊをूΊましͨ。

͚޲ಐࣇ
ʰೖԂɾೖֶ͓ΊͰと͏ʱ
ɹϫクϫクɾυΩυΩͷय़͕やͬ
て͖ましͨ。
ɹೖԂɾೖֶ、ͦしてਐڃͷօ
さΜ、͓ΊͰͱ͏͟͝います。
৽しいੜ͕࢝׆まΔ͜ͷقઅに
͓すすΊͷຊをूΊましͨ。

೔ຊのΞʔτσΟϨΫγϣϯలɹ݄̐��೔ ʙ�݄ ��೔  ����ʙ �����ʢ࠷ऴ೔͸�����まͰʣ
໿�
���఺ͷத͔ΒબΓす͙ΒΕͨʰΞートデΟϨクγϣン࡞඼ʱをଟ਺లࣔします。

特集展示




